
○津久見市空き家利活用事業補助金交付要綱 

令和4年3月31日 

告示甲第12号の6 

（趣旨） 

第1条 この要綱は、地域を担う人材となる移住者の増加による地域

活力の向上を図るため、空き家の所有者等及び空き家を利用して

本市に移住しようとする者（以下「移住予定者」という。）に対

して、市内に住宅を確保するために必要な費用について、予算の

範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、

津久見市補助金等交付規則（昭和39年規則第9号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第2条 この要綱において、用語の定義は、次の各号に掲げるとおり

とする。 

(1) 「移住」とは、令和4年4月1日以降に市外の市区町村から本

市へ生活の拠点を移すとともに転入することをいう。ただし、

職務上の転勤や出向、大学進学等による一時的な転入及びその

他これらに類する転入は除く。 

(2) 「転入」とは、市外の市区町村から本市へ住所を移し、定め

ること（住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定による

住民基本台帳に、住所を定めた日として記録をなされること。）

をいう。 

(3) 「空き家」とは、津久見市空き家情報バンク制度要綱（平成



20年告示甲第1号）第4条第2項の規定により空き家情報バンク空

き家登録台帳に登録された物件又は大分県が実施する空き家購

入及び賃貸希望者の個別ニーズに沿ったオーダーメイドによる

物件探索を行い、所有者等との円滑なマッチングを図るシステ

ムによりマッチングが成立した物件をいう。 

(4) 「所有者等」とは、空き家の所有者又は管理者をいう。 

(5) 「定住」とは、転入するとともに、将来にわたって市内に5

年以上生活の拠点を置くことをいう。 

(6) 「併用住宅」とは、居住部分と商業等する為の業務部分とが

併存している住宅をいう。 

（補助対象者） 

第3条 補助の対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者

（津久見市新築奨励・市内消費喚起事業実施要綱（平成27年告示

甲第9号）による助成対象者及び津久見市新婚世帯・子育て世帯家

賃等補助金交付要綱（令和3年津久見市告示甲第18号の12）による

補助金交付対象者を除く。）とする。 

(1) 市内に住所を有していない移住予定者（補助金の交付申請日

（以下「申請日」という。）の前日から起算して前1年間に市内

に住所を有していた場合は除く。）又は移住している者（転入

の日から起算して前1年間に市内に住所を有していた場合は除

く。）のうち、転入から1年を経過していないことを確認できる

者（以下「移住者等」という。）。ただし、研修又は活動の後

に定住が見込まれる「ファーマーズスクール」や「地域おこし



協力隊」等、市長が別に認める活動期間については、その期間

を除外する。 

(2) 移住者等が申請日において、満65歳未満の者であること。 

(3) 転勤、出向等職務上や大学進学等による一時的な転入でない

ことを確認できること。 

(4) 移住者等が定住を誓約できる者であることを確認できるこ

と。 

(5) 移住者等が本市への移住後、市の実施する各施策に関する調

査等に協力すること。 

(6) 移住者等と同一の世帯を構成する世帯員（以下「移住世帯員」

という。）全員が、市税等前住所地に納入すべき納入金を完納

していること。 

(7) 移住世帯員全員が、生活保護法（昭和25年法律第144号）の

規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受け

ている者でないこと。 

(8) 移住世帯員全員が、暴力団員（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定す

る暴力団員をいう。以下、同じ。）又は暴力団（同法第2条第2

号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係

を持つ者でないことを確認できること。 

(9) 空き家を購入する場合は、移住者等と所有者等が3親等以内

でないことを確認できること。 

(10) 補助対象事業について、申請から1年以内に、第8条に掲げ



る書類等を提出し、事業が完了していることを確認できること。 

(11) 補助金を交付するに当たり、市が必要に応じて関係機関に

照会することについて承諾すること。 

(12) その他市長が交付対象者として不適当と認める者でないこ

と。 

2 前項の規定にかかわらず、前項各号の要件を満たす移住者等と売

買契約又は賃貸契約を締結した空き家の所有者等で、次の要件を

全て満たす者が家財処分又は住宅の改修を行う場合（当該移住者

等が家財処分又は住宅の改修を行わない場合に限る。）は、補助

の対象者とすることができる。 

(1) 契約の相手方である移住者等が津久見市移住応援給付事業

補助金交付要綱（令和4年津久見市告示甲第12号の5）第7条の規

定に基づく交付決定者又は第7条の規定に基づく交付決定者で

あることを確認できること。 

(2) 所有者等が、津久見市に納入すべき納入金を完納しているこ

と。 

(3) 所有者等が、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下、同

じ。）又は暴力団（同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。）

若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないことを確認でき

ること。 

(4) 補助対象事業について、申請から1年以内に、第8条に掲げる

書類等を提出し、事業が完了していることを確認できること。 



(5) 補助金を交付するに当たり、市が必要に応じて関係機関に照

会することについて承諾すること。 

(6) その他市長が交付対象者として不適当と認める者でないこ

と。 

3 第1項の規定にかかわらず、空き家バンク登録前及び空き家の売

買契約又は賃貸契約前の空き家の所有者等で、前項第2号から第6

号までの全ての要件を満たす者が家財処分を行う場合は、補助対

象とすることができる。 

（補助対象事業等） 

第4条 補助対象事業、対象者、経費、補助率及び限度額は次の表に

掲げるとおりとする。ただし、本事業以外に、国や地方公共団体

からの補助金等が交付される場合は、その補助に係る部分の経費

を除くものとする。 

 事業区分 補助対

象者 

補助対象経費 補助率 限度

額 

(1) 家財処分補助

（賃貸契約の

場合を含む。）

移住予

定者又

は所有

者等 

空き家及びその敷地内に

散在する家財等の撤去、処

分費用（処分業者等を利用

した際の実費） 

補助対

象経費

の10／

10以内 

10万

円／

物件 

(2) 空き家購入補

助 

移住予

定者 

空き家を購入若しくは空

き家マッチングチームに

よりマッチングが成立し

た空き家を購入する費用 

補助対

象経費

の2／3

以内 

100万

円／

物件 



(3) 改修補助（賃

貸契約の場合

を含む。） 

移住予

定者又

は所有

者等 

空き家に居住するために

必要な改修費用（住宅改修

を行う業者等を利用した

際の実費） 

補助対

象経費

の2／3

以内 

100万

円／

物件 

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てるものとする。 

3 第1項の表の(2)と(3)を併用して補助する場合は、1物件当たり同

項の票の(2)と(3)を合わせて100万円を限度とする。なお、同一物

件で、移住者等が空き家購入補助を、所有者等が改修補助を申請

した場合は、移住者等の補助を優先するものとする。この場合、

限度額100万円から移住者等への補助額を除した額を所有者等の

限度額とする。 

4 併用住宅を改修する場合において、商業等するための併用部分の

工事は、本事業の対象外とする。ただし、併用部分を地域のため

に活用する等、公益性が認められる場合は、この限りではない。 

5 国、県、市又は企業等が所有する住宅の改修については、本事業

の対象外とする。 

6 補助対象経費には、原則として、消費税を含むものとする。 

7 補助金の交付は、1物件（1世帯）につき1回に限るものとする。 

（補助金の交付申請） 

第5条 申請者は、津久見市空き家利活用事業補助金交付申請書（第

1号様式）、津久見市移空き家利活用事業補助金補助事業実施計画

書（第2号様式）、誓約書兼承諾書（第3号様式）に、次に掲げる



書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 移住者等が申請者の場合は、移住者等の住民票の写し（移住

世帯員全員分）、戸籍の附票等、津久見市に1年以上住んでいな

いことを証する書類 

(2) 移住者等が申請者の場合は、移住世帯員全員についての市税

等前住所地に納入すべき納入金を完納していることを証する書

類 

(3) 所有者等が申請者の場合は、所有者等の津久見市に納入すべ

き納入金を完納していることを証する書類 

2 申請者は、前項各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる補助

事業の区分に応じ、当該各号に定める書類を添え、これを市長に

提出しなければならない。 

(1) 家財処分補助 

ア 家財等の撤去、処分費用の見積書の写しなど額を証する書

類 

(2) 空き家購入補助 

ア 空き家購入費用に係る見積書の写しなど額を証する書類 

(3) 改修補助 

ア 改修費用の見積書の写しなど額を証する書類 

イ 改修に対する所有者等の承諾、賃借期間終了後の原状回復

義務の免除及び買取請求権の放棄について確認ができる書類

（住宅を賃借する移住者等が住宅の改修を行う場合） 

3 市長は、前項の規定にかかわらず、その他必要と認める書類の提



出を求めることができる。 

（補助条件） 

第6条 この補助金の補助条件は、次のとおりとする。 

(1) 申請は、移住日より前に行い、原則として、交付決定通知後

に事業着手及び完了した事業について対象とするが、特別な事

情があると認められる場合は、移住日から1年未満の申請も認め

るものとする。ただし、移住日から起算して1年以内に完了した

事業に限る。 

(2) 補助事業の内容又は経費の配分の変更（市長が定める軽微な

変更を除く。）をする場合は、津久見市空き家利活用事業補助

金補助事業変更承認申請書（第4号様式）を市長に提出し、その

承認を受けること。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、津久見市空き家利

活用事業補助金補助事業中止（廃止）承認申請書（第5号様式）

を市長に提出し、市長の承認を受けること。 

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の

遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示

を受けること。 

(5) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金

銭（預金）出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、

補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年

間整備保管すること。 

(6) その他、規則及びこの要綱の定めに従うこと。 



2 前項第2号に規定する市長の定める軽微な変更の範囲とは、補助

金の額に変更を及ぼさない変更で、補助対象経費の20パーセント

以内の増減（又は補助対象経費内の費目間における流用で、当該

費目の20パーセント以内の増減）とする。 

3 市長は、第1項第2号又は第3号の規定による申請があった場合に

おいて必要があるときは、申請事項について指示することができ

る。また、交付決定の内容を変更又は取り消したときは、津久見

市空き家利活用事業補助金変更・取消決定通知書（第6号様式）に

より、当該申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付決定の通知） 

第7条 市長は、第5条の規定による申請を審査し、補助金の交付を

適当と決定したときは、津久見市空き家利活用事業補助金交付決

定通知書（第7号様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

（完了報告） 

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「交付

決定者」という。）は、補助事業の完了後速やかに津久見市空き

家利活用事業補助金補助事業完了報告書（第8号様式。以下「完了

報告書」という。）、移住者の住民票の写し（移住後、同一の世

帯を構成する世帯員全員分）及び住空き家購入又は賃貸借に係る

契約書の写しに、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ、当該

各号に定める書類を添え、これを市長に提出しなければならない。 

(1) 家財処分補助 

ア 家財処分前後の写真 



イ 家財等の撤去、処分費用の領収書など支払いを証する書類 

(2) 空き家購入補助 

ア 建物の登記事項証明書の写し 

イ 新規の住宅建設費用又は住宅購入費用に係る請求書及び領

収書など支払いを証する書類 

(3) 改修補助 

ア 改修箇所の工事前後の写真 

イ 改修費用の請求書及び領収書など支払いを証する書類 

2 市長は、前項の規定にかかわらずその他必要と認める書類の提出

を求めることができる。 

（補助金の額の確定通知） 

第9条 市長は、前条の規定による完了報告書等の書類の審査及び必

要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成

果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するも

のであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべ

き補助金の額を確定し、津久見市空き家利活用事業補助金の額の

確定通知書（第9号様式。以下「補助金の額の確定通知書」という。）

により、交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第10条 前条の規定による通知を受けた交付決定者が、補助金の交

付を請求しようとするときは、津久見市空き家利活用事業補助金

交付請求書（第10号様式）及び補助金の額の確定通知書の写しを

市長に提出しなければならない。 



（補助金の交付） 

第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、交付決定

者が指定する金融機関に振込みの方法により速やかに補助金を交

付するものとする。 

（補助金の取消し等） 

第12条 市長は、交付決定者が第3条に規定する要件を欠いたとき、

又は偽りその他不正の手段によって、補助金の交付を受けたとき

は、交付の決定を取り消し、次に掲げる各号の規定により、既に

交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。た

だし、雇用企業の倒産、災害、病気等やむを得ない事情があると

き、又は市長が特別に認める場合についてはこの限りではない。 

(1) 偽りその他不正の手段によって、補助金の交付を受けたとき

は全額 

(2) 移住日から3年未満に市外へ転出した場合については全額 

(3) 移住日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合について

は半額 

（その他） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この告示は、令和4年4月1日から施行する。 

附 則（令和7年3月31日告示甲第19号） 

この告示は、公示の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



第1号様式（第5条関係） 

第2号様式（第5条関係） 

第3号様式（第5条関係） 

第4号様式（第6条関係） 

第5号様式（第6条関係） 

第6号様式（第6条関係） 

第7号様式（第7条関係） 

第8号様式（第8条関係） 

第9号様式（第9条関係） 

第10号様式（第10条関係） 

 


